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咳覇

経済 論叢(京 都 大学)第150巻 第1号,1992年7月

会 計観 ゐ選 択 と概 念 フ レー ム ワ ークの構築

一FASB1976年 討議資料におけ る二つの会計観 について一
●

藤 井 秀 樹

1は じ め に

財 務 会 計 基 準 審 議 会(以 下"FASB"と い う)の1976年 討 議 資 料(.4n

Analy∫ ゴ3(ゾ ∫∬uesRelatedtoConceptualFrameworkforFinancialA`・

countingandRepoi・ting'ElementsofFinan`ialStatementsandThe"

Measurement,DiscussionMemorandum,December2,ユ976.以 下,同 討 議

資 料 か ら の 引 用 に さ い し て は パ ラ グ ラ フ 番 号 な い し ペ ー ジ 数 字 の み を 記 す)

は,従 来 の 通 説 的 会 計 観 で あ る 損 益 計 算 指 向 的 会 計 観 を 収 益 費 用 ア ブ ・ 一 チ

(revenueandexpenseview)な る 用 語 の も と に 一 括 し,こ れ と 対 比 さ れ

る べ き 会 計 観 と し て,資 産 負 債 ア プ ロ ー チ(assetandliabilityview)を 提 示

し たD。 本 稿 の 目 的 ほ,こ れ ら2っ の 会 計 観 の 論 理 構 成 を 同 討 議 資 料 の 叙 述 に

1)"assetandliabilityview'お よび"revenueandexpenseview"の 訳語 問題 につい て,私

見 を述べ てお きたい.筆 者 の知 るか ぎ り,先 行研究 にお ける当該 用語 の訳 語例 は,以 下 の三 つに

大 別 され る。

① 「資 産 ・負債観(資 産 負債観)」 お よび 「収 益 ・費用 観(収 益 費用 観)」。 そ の使用例 と して,
73ペ ー ジ以下;久r会計』 第135巻第6号,1989年6月,佐藤 倫正 「米 国資 金会 計論 の展 開(1)」

保 田秀樹 「会 計利 益概念 としての資産 ・負債 観 と企 業会 計 におけ るス トック中 心思考 」r産 業経

理』 第50巻 第2号,1990年,124ペ ー ジ以下;永 野則雄 「会計 的認 識に おけ るア ーテキ ュ レー シ
131ペ ー ジ以下;戸 田龍 介 「米 国に おヨンの問 題(1)」 『経営 志林』第27巻 第1号,1990年4月,

け る資産 負債 中 心主義 の検討一 財務 諸表 の有 機的 結合 を中心 として一」 『経済 論究 』 第81号,

114ペ ージ な どがあ る。1991年11月,
その使② 「資産 ・負債 中心(主 義)的 利 益観」 お よび 「収益 ・費用中 心(主 義)的 利 益観」。

用 例 として,津 守常 弘 「米 国に おけ る利益概 念 の変化 とその 問題 性一1『立命 館経 営学』 第28巻 第

6号1990年3月,23ペ ージ以下;徳 賀 芳弘 「会 計上の 認識 に関す る一考 察」 『会計 』第138巻

第1号,1990年7月,29ペ ージ以下1高 須 教夫 「概 念 フレーム ワー クの本質 的機 能 に関す る一考

察 」r会 計』 第139巻 第3号,1991年3月,64ペ ージ以下 な どが ある。

③ 「資産 ・負債 アプ ローチ」お よび 「収 益 ・費用 ア プローチ」。 その使 用例 として,原 陽 一訳/
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したが って追跡 し,各 会計観 の理論 的特徴点 を筆者 な りに整理 した うえで,1976

年討議資料 におけ るFASBの 問題提起 の会計学的含意 を検討す ることにある2)。

本題 に入るま えに,か かる検討作業を本稿の 目的 とす る理 由について,多 少

な りとも立 ち入 った説 明 を して お く必要 が あろ う。 そ こで,節 をあ らため て,

まず この 問題 にふ れ てお きた い と思 う。

11検 討素材 と しての1976年 討議資料の意義

(1)1976年 討議資料におけ る問題提起

近代会計理論 の確立は,一 般 に,財 産計算指向的会計観 か ら損益計算指向的

会 計 観 へ の会 計観 の 「転 換」 に よ って達 成 され た と され て い る3)。 以 後 こん に

＼ 「概 念 的 枠 組 研 究 計 画 の範 囲 とそ の 意 義 」森 川 八 洲 男 監 訳 『現 代 ア メ リカ会 計 の基 礎 概 念 一FASB

財 務 会 計 概 念 報 告 書 一 』 白桃 書 房,1988年1ペ ー ジ 以 下}今 田 正 「ア メ リカ に お け る会 計 認 識 の

展 開 方 向」r会 計 』 第138巻 第4号,1990年m月,30ペ ー ジ 以下;日 本 会 計 研 究 学 会 ス タ デ ィ ・

グ ル ー プ(主 査 ・土 方 久)r貸 借 対 照 表 能 力 に 関 す る 研 究 』 第1年 度 中 間 報 告,1991年9月13日,

3ペ ー ジ以 下 な どが あ る。

以 上 の う ち,① は 原 語 に最 も忠 実 な訳 語 とい え るが,当 該 訳 語 は 「資 産 ・負 債 」 お よ び 「収

益 ・費 用 」 そ の もの に 関 す る解 釈(た と えば 「資 産 観 」 や 「負債 観 」 とい った 用 語 が 含 意 す る そ

れ)と の 混 同 を まね くお そ れ が あ る の で,採 用 しに くい 。

これ に た い し,② は 原 語 の 趣 旨に そ く した 訳 語 で あ り,① に み る よ う な意 味 の 混 同 を ま ね くお

そ れ は な い 。 しか し,1976年 討 議 資 料 に お い て,「`view"は,た ん に 「利 益 観 」(viewsofearn-

iロgs)(p.35)に と ど ま らず,「 利 益 測 定 観 」(viewsofearningsmeasurement)(p,33)や,

「財 務 会 計 ・財務 諸 表 観 」(viewsoffinancialaccountingandfinancialstate皿ents)(p.37)

に も連 な る,か な り包 括 的 な 用 語 と し て 用 い られ て い る 。 し た が って,② は,と りわ け11view"

の 訳 語 と して,や や 限 定 的 す ぎ る とい う難 点 を有 し て い る。

③ は,以 上 の 問 題 点 を と りあ えず ク リア ー した 訳 語 で あ り,そ の か ぎ りに お い て,最 も難 点 の

少 な い 訳 語 と い え る で あ ろ う..し た が っ て,こ こで は,③ の 訳 語 を選 択 す る こ とに した 。
,.assetandliabilityview"お よ び"revenueandexpenseview"を 意 味 す る 用 語 と して

,
"asset/liabilityapproach"お よ び"revenue/expenseapproach"と い う用 語 を 使 用 した 欧 語

文 献(た と え ぽ,R.N.Anthony,TellItLikeItWas:AConceptualFrameworkforFinan-

cialAccounting,RichardD.Irwin,1983,PP.67-68)も 存 在 す る の で,こ の よ うな訳 語 選 択

ば,あ な が ち不 当 な も の とは い え な い で あ ろ う。

な 柑,以 下,本 稿 で は,資 産 負 債 ア プ ロー チ と収 益 費 用 ア プ ロ ーチ を束 ね た 用 語 と して と り あ

えず 「会 計 観 」 を用 い るが,文 脈 に よ って,「 会 計 観 」 を,「 利 益 観 」,「 利 益 測 定 観 」,「 財 務

会 計 ・財 務 諸 表 観 」 に よ って 代 替 す る こ と も可 能 で あ る。

2)ユ976年 討 議 資 料 は,「 第3の ア プ ロ ー チ 」(par.31)と して,非 連 携 ア プ ロー チ(n。narticulated

view)な る ア プ ロ ー チ を提 示 し て い る。 し か し,当 該 ア プ ロ ーチ は,以 下 で の 検 討 作 業 と直 接 的

な 関連 性 を もた な い の で,本 稿 で は これ に 言 及 し な い こ とに す る。 す な わ ち,以 下 で の 検 討 作 業

は,「 財 務 諸 表 の 連 携 」 を前 提 と して い る。/
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ち にいた るま で,損 益計 算 指 向 的会 計観 が、 通 説 的 会計 観 と して,わ が国 を含

む 資本主 義 各 国の 会 計制 度 と会 計実 務 を指 導 して き た の は 周知 の とお りで あ

る%

ところが,近 年,損 益計 算 指 向的会 計 観 の指 導性 に たい して,根 底 的 な 問 い

か けが,各 方面 か らな され る よ うに な った。 あ る論 者 た ちに よれ ば,事 態 は た

ん な る 「問 い かけ」 の段階 を越 え,現 在 す でに,r〔 実務 として の〕 財 務 報 告 は,

損 益計算 書 に 焦点 をあ て た ものか ら,貸 借 対 照表 に焦 点 を あて た もの へ の移 行

期 にあ る」5}と され て い る。 会計 観 の こ う した再 「転 換」 の噛 矢 と な った のが,

FASBの 概 念 フ レー ム ワー ク ・プ ロジ ェ ク ト(1973-1985年)で あ り,と1)わ け,

当該 プ コジ ニ ク トの実 質 的 な出発 点 をなす1976年 討 議 資料 の公 表 で あ った6)。

＼ な お,非 連 携 ア ブ μ一チ の理 論 的 検 討 を お こ な った 邦 語 文 献 と して,佐 藤,前 掲 論 文76ベ ー

ジ 以下;永 野,前 掲 論 文,133ペ ー ジ以 下;戸 田,前 掲 論 文,⊥24ペ ー ジ 以 下 な どが あ る 。

3)黒 澤 清 『近 代 会 計 学 』 改 訂 増 補 版,春 秋 社:,1969年115-121ベ ー ジ。

W.A.Patonand1.C.Lit[LetQn,AnIntroductionこの 点 に つ い て は,以 上 の ほ か,さ らに,

toCorporateAccountingStandard∫,AAA,1940,pp.9-11,中 島 省 吾 訳 『会 社 会 計 基 準 序 説 』

改 訳,森 山 書 店,上958年,工5-18ベ ー ジ;E.S.Heロdriksen,AccountingTheory,RichardD.

Irwin,工965,水 田金 一 監 訳 『ヘ ノ ド リ ク七 ン会 計 学3上 巻,同 文 舘,1970年,73ペ ー ジ を 参照 さ

れ た い 、

4)1976年 討 議 資 料 に お い て も,以 下 の よ うな 記 述 が な され て い る 。 「会 計 実 務 お よ び 会 計 ブ 召 ナ

ウ ノス メ ノ トの ほ と ん どは,こ れ まで 数十 年 間,収 益 費 用 ア プ ロ ー チ に準 拠 し て きた の で あ 靱

会 計 お よ び 財 務 諸表 に た い して な され て きた 批 判 の多 くは,そ う し た 会 計 の あ り方 に 起 因 す る も

の で あ る と,か れ ら(資 産 負 債 ア プ ロ ー チの 支 持 者 た ち一 引 用 者 注)は 主 張 し て い る 。」(par.

66),

5)VI,V.S,v,randR.E.B・i・cl・i・,"Financi・IR・p・stingi・ ・h・ 上990'・Expectlonger,

Harder一 ヒo-ExplainFinancialStatementsintheDecadeAhead",JournalofAccountancy,

Vol.169,No.1,January1990,p,37.

この 点 に つ い て は,さ らに,今 田,前 掲 論 文,30-31ベ ー ジ;久 保 田,前 掲 論 文,124一 上25ベ ー

ジ 」津 守 常 弘 「会 計 数 値 の 性 質 に 関 す る 覚 書 一 会 計指 標 研 究 の 基 礎 一 」 津 守 常 弘編 『現.代 社 会 と

経 営'経 済 指 標 』 海 鳥 社:,1990年 、35ペ ー ジi辻 山 栄 子 『所 得 概 念 と会 計 測 定 』森 山書 店,1991

年,122,127ペ ー ジ;岡 田 裕 正 「資 産 負 債 中 心 主 義 と収 益 費 用 中 心 主 義 」 『経 営 と経 済 』 第71巻 第
254-255ベ ー ジ な1号

、 工991年6月,82ペ ー ジ;今 福 愛 志r会 計 政 策 の 現 在 』 同 文 舘,工992年,

ど を参,照 さ れ た い。

た と え ば,R.T.SprouseandVI.6)会計 観 の か か る 再 「転 換 」 を提 起 した 先 行 研 究 と して,

M。 。niし、,ATentativ,5,tofBr・adAcc・untingPrin・iple・ ∫・・BusinessE・`・ 顧 ・…AICPA

ResearchSしudy¥¥o.3,1962,� ｲ�｡�F一,� V�苣 ｴ�� ､訳r� A�＜ 潟J�� F�� v�m�ｦ会'Accountin

g�� v�� ��ﾆ�� v�ｴ�･�x�� 寥 o�ﾏ社:,1962年;R.T.Sprouse"TheBalanceSheet-Embodimen

toftheMostFundamenヒalElementsofAccounヒingTheorジ.in6V.E.Stone(ed.).Foun� E�
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ここで と くに注 目 して お きた い のは,「 財務 会 計 お よ び財 務 報告 のた め の概

念 フ レー ム ワ ー クの基 礎 と して,資 産負 債 ア プ ローチ,収 益費 用 ア プ ロ ー チ

〔・一 ・〕 の うち,い ず れ のア プ ローチ が選択 され るべ きか」(par.25)と い う,

同討議 資 料 の 問題 提起 で あ る(以 下 では 「財 務会 計 お よ び財務 報 告 の ため の概

念 フ レー ム ワー ク」 をた んに 「概 念 フ レー ム ワー ク」 とい う)。 あ らた め て 指

摘 す るま で もな く,こ こでは会 計 観 の選 択 問題 が提 起 され て い る。資 産 負債 ア

プ ローチ,収 益費 用 ア プ ローチ とい う2つ の会 計 観 は,じ つ は,当 該 選択 問題

を論 じ るた め の理 念 モ デ ル として提示 され た もので あ った。す なわ ち,1976年

討 議資 料 は,損 益 計 算指 向的 会計 観 の指 導 性 に たい す る問 い か け を,か か る問

題 提起 を とお して お こな って い る の であ る。

そ して,さ らに留意 され るべ きは,上 掲 の ご とき会 計観 の選 択 問題 が,概 念

フ レ ーム ワー クの 「基 礎」 に かか わ る問 題 と して提 起 され て い る とい うこ とで

あ る。FASBが 概 念 フ レー ム ワー クに期 待 した のは,「 将 来 の財 務会 計基 準 お

よ び財 務 会 計 実務 の基 盤 とな り,そ してや が て は現 行 の財務 会 計基 準 お よび財

務 会計 実 務 を評価 す るた めの基 礎 と して役 立 つ よ うな諸概 念 お よび諸 関 係 」7)

を 明 らか にす る ことで あ った 。FASBは,か か る機 能 を具備 した概 念 フ レ ーム

ワー クを,会 計上 の 「憲 法」 と して位 置 づ け て い る8>。 つ ま り,会 計観 の選 択

問 題 は,会 計上 の 「憲 法」 で あ る概 念 フ レ ー ム ワー クの 「基 礎」 の確定 問題

＼dationsofA`countingTheory.SecondPrinting,UniversityofFloridaPress,1974,pp.90-

104が あ る 。

これ らの 先 行 研 究 は,試 案 ない し個 人 研 究 と して 公表 され た もの で あ る。 これ に た い し,1976

年 討 議 資 料 は,デ ュー ・プ ロ セ ス に も とづ い て 公 表 され たFASBの 公 式 文 献 で あ り,会 計 実 務

へ の 影 響 力 と い う点 で は,先 行 研 究 とは 比 較 に な ら な い ほ どの重 要 性 を有 して い る の で あ る 。 本

文 で は あ え て ふ れ なか った が,こ の こ と も,本 稿 で 同討 議 資 料 を と りあ げ る理 由 の一 つ で あ る。

7)FASB,Objectives・fFinancialRep・rtingbyBusinessEnterpri・es,SFAC,No.1,1978,

paf.3.

な お,FASB財 務 会 計 概 念 ス テ ー トメ ン ト(SFAC)か らの引 用 に あ た って は,平 松 一 夫,広 瀬

義 州 訳rFASB財 務 会 計 の 諸 概 念 』 中央 経 済社1988年i森 川,前 掲 監 訳 轡 を 参 考 に した。

8)、.FASB,ScopeandImplicationsoftheConceptualFrameworkProject,1976,p.2.

こ の 文 献 は,TentativeCo"lu∫ionsonObjectivesげFinancialStatem刎 ∫,December2.

1976,な らび に1976年 討 議 資 料 で 示 さ れ たFASBの 見 解 を要 約 した も の で あ り,ユ976年 討 議 資

料 に そ の 添 付 資 料 と し て 再 録 され て い る。 な お,そ の全 訳 が,森 川,前 掲 監 訳 書,1-39ペ ー ジ/
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い いか え る と,「 メ タ憲法」 の設 定 問題 として,提 起 され たの で あ った。

したが って,会 計上 の 「憲 法」 で あ る概 念 フ レー ム ワー クの 本 旨 を さ ぐ り,

FASBが 提起 した 会 計観 の再 「転 換」 の 会計 学 的 含意 を明 らか に し ょ うとすれ

ば,会 計観 の選 択 問題 に関す る理 論分 析的 な検 討が 避 け て とお れ ない課 題 とな

るで あ ろ う。 そ して,か か る検 討 作業 を具 体的 に進 め て ゆ くた め には,概 念 フ

レ ー ム ワー ク ・プ ロジ ニク トの 実質 的 な 出発 点 をなす!976年 討 議 資料 に立 ち返

り,選 択 され るべ き会 計観 と して提 示 され た2っ の 会計 観 の論 理構 成 を,同 討

議 資料 の叙 述 にそ く して可 能 な か ぎ り正 確 に追跡 す るこ とが,欠 くこ との で き

な い課題 とな るの であ る。

(2)概 念 フ レ ー ム ワ ー ク の 原 初 的 構 想 を 伝 え る 文 献 と し て の1976年 討 議 資 料

以 上 で は,検 討 素 材 と し て の1976年 討 議 資 料 の 意 義 を,も っ ぱ ら そ の 問 題 提

起 に 引 き 寄 せ た か た ち で 整 理 し て き た 。 し か し,同 討 議 資 料 の 意 義 は,決 し て

そ れ に 尽 き る わ け で は な い 。 同 討 議 資 料 の 意 義 は,さ ら に,概 念 フ レ ー ム ワ ー

ク ・プ ロ ジ ニ ク トの 最 終 的 成 果 で あ る 財 務 会 計 概 念 ス テ ー ト メ ン ト(State・

mentofFinancialAccountingConcepts,以 下"SFAC"と 略 す)と の 対 比

に お い て も,明 ら か に さ れ る 必 要 が あ ろ う。

FASBは,1978年 か ら1985年 に か げ て6つ(実 質 的 に は5つ)のSFACを

公 表 し,・概 念7レ ー ム ワ ー ク ・ プ ロ ジ ニ ク ト を ひ と ま ず 終 了 し た9)。 と こ ろ が,

そ の 最 終 的 成 果 と し て のSFAC(a,1976年 討 議 資 料 に 盛 ら れ たFASBの 本

源 的 会 計 観 を 底 流 に 秘 め な が ら も,現 行 会 計 実 務 の 容 認 に 大 き く 傾 斜 し た も の

と な っ た 。 と い う の は,当 該 ブ コ ジ ェ ク トは,SFACが 順 次 公 表 さ れ て ゆ く過

程 で 実 務 界 か ら の 激 し い 抵 抗 に 遭 遇 し,現 実 へ の な し くず し 的 な 妥 協 を 余 儀 な

＼ に収 録 され て いる。

以下 では,引 用文 献 として注記 す る さい に,TentativeConclusion∫onObjectivesofFinancial

Statementsを 噛'FASB,1976a",ScopeandlmplicationsoftheConceptualF■rameworkProject

を"FASB,ユ9766"と,そ れ ぞれ表記 す る。

9)SFAC,No.3は,SFAC,No.6に よって代替 され たの で,実 質的 には5っ のSFACが 公表 さ

れ た ことにな る。 本文 で 「実質的 に は5っ 」 とか っこ書 きしたのは,か かる意味 におい て であ る
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くされ た か らであ る1。)。

本 稿 との 関連 で と くに見落 とせ ないの は,そ う した妥 協 の結果 と して,SFAC

が,会 計規 制 に とって きわ め て重要 ない くつ か の点 で,一 意 的 な解 釈 を許 さ な

い曖 昧 な記 述 を多 く含 む もの にな った とい うこ とで あ る。 この こ とを如 実 に示

した顕 著 な一例 と して,実 質 的 デ ィフ ィーザ ンスの 会計 基準 を め ぐる論 争 をあ

げ る こ とが で きよ う。

当該 会 計 基準 の設定 活 動 はFASBの デ ュ ー ・プ ロセ ス(DueProcess)に

そ って1982年 か ら1984年 にか けて展 開 され たの で あ るが11>,そ の過程 で,実 質

的 デ ィフ ィ ーザ ンス を債 務 の償 還 とみ る論 者 と,こ れ に 異 を唱 え る論 者 の双

方が,SFACの ま った く同 じ記 述(具 体 的 に ぱ,SFAC ,No.3,par..143の

「負債 の特 徴」 に関 す る記 述)を 援 用 し,そ れ ぞれ の見解 の正 当性 を競 った の

であ るユ2)。この事 実 は,SFACの 当該 記 述が,相 互 対立 的 な見解 の いず れ を も

「正 当化」 し うるほ ど曖 昧 な もの で あ る とい うこ とを,き わ め て雄 弁 に物 語 っ

て い る。一 般 に,「FASBの 概念 的 枠組(本 稿 で い う"概 念 フ レー ム ワー ク"

一 引用者 注〉 は
,会 計 基 準 の設 定 に お いて必 ず し も十 分 に そ の機 能 を発 揮 し

て い る とは い いが た い」13)と 評 され て い るが,か か る事 情 か らすれ ば ,そ れ は

当然 の評価 とい え るで あろ う。

10)こ の 点 に つ い て は,津 守 常 弘 「会 計 基 準 設 定 の 現 代 的 特 徴 と方 向(二 ・完)」r会 計 』
,*133巻 第

2号,1989年2月,97-106ペ ー ジ;津 守 常 弘 「FASB『 概 念 的 枠 組 』 の形 成 と測 定 属 性 の問 題 」

『会 計 』 第 ユ37巻 第6号,1990年6月,22-23ペ ー ジ を参 照 され た い 。

11)本 稿 で は,と りあ え ず,公 開 草 案 「債 務 の 償 還 な らび に 制 限 付 資 産 と関 連 債 務 の 相 殺 」(Es-

tinguishmentofDebtandtheOffsettingofRe・trictedAssetsagainstRelatedDebt
,Exp。sure

Draft,October13,1982)の 公 表 か ら,専 門 公報 第84-4号 「債 務 の実 質 的 デ ィ フ ィ ー ザ ン ス」

(ln-SubstanceDefeasanceof1)ebt,TechnicalBulletinNo.84-4,0ctober17 ,1984)の 公 表

まで をd当 該 会 計 基 準 の 設 定 期 間 と考 えた 。

12)そ の詳 細 に つ い て は,田 中 建 二 『オ7バ ラ ン ス取 引 の会 計 』 同 文 舘
,1991年,16-17ペ ー ジ;

佐 藤 信 彦 「米 国 に お け るr実 質 的 デ ィ フ ィ ー ザ ン ス』 の会 計 処 理 基 準 」r経 済 集 志 』第61巻 第1

号,ユ991年4月,92-98ペ ー ジ;佐 藤 信 彦 「FASB概 念報 告 書 の 性 格 に関 す る一 考 察 一 財 務 会 計

基 準 書76号 の 設 定 に 関 連 して 一 」 『会 計 』 第 ユ40巻 第1号 ,199工 年7月,37-42ペ ー ジ を 参 照 さ れ

た い 。

13)田 中,前 掲 書,16ペ ー ジ。.

齢 フ レ ー ム ・ 一 ・の 評 価 につ い て は・ さ らに,P.B.WMi11・ ・,・・Th・C。ncept・alF,ame-
work;MythsandRealities" .Journal〔fAccountancy,Vol.159,No.3,March1985,PP./
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しか し,そ の さ い,看 過 され て な らな いの は,概 念 フ レー ム ワー クが以 上 に

み るよ うな重大 な 「欠 陥」 を内在 させて い るに もか かわ らず,当 該 フ レー ム ワ

ー クの撤 回 や抜 本 的修 正 が現 実 の課 題 と して提起 され た こ とは
,現 在 に い た る

ま.で一 度 もない とい うこ とで あ る。 それ どこ ろか,概 念 フ レー ム ワー クの会 計

上 の 「憲法」 としての影 響 力 は,逆 に国際的 な広 が りさえ見 せ つつ あ るω 。

重 大 な 「欠 陥」 を内在 させ て い るに もか か わ らず,概 念 フ レー ム ワー クの撤

回や抜 本 的修 正が 現 実 の課題 とは な らず,む しろ,そ の 国際 的 な影 響 力 が徐 々

に拡大 しっ っ あ る理 由は,さ しあ た り問 わ ない こ とにす るZ9。 ここ で注 目 して

お きた いのは,概 念 フ レーム ワー クに代 わ る会計 上 の 「憲法 」 が依 然 と して存

在 しない こ とか ら,当 該 フレ ー ム ワー クの基 底 に ひそむFASBの 本 源 的 会 計

観 が,き わ め て不 十分 なが ら,会 計規 制 の規 範 と して現在 もなお,同 審議 会 の

会計 基 準設 定 活 動 に 「作用 」 し続 げて い るとい う事実 で あ る。

そ うであれ ば こそ,概 念 フ レーム ワー クの原 初 的構 想 を 伝 え る 数 少 な い

FASBの 公 式文 献 であ るユ976年 討 議 資料 に立 ち返 り,そ の 検 討 を つ う じ て

＼62-71;D.Solomons,`'TheFASB'sConcepしualFramework=AnEvaluation",Journalof

Accountancy,Vol.161,No.6,June1986,PP .114-124;L.A.DaleyandT.Tranヒer,"Li皿i・

tationsontheValueoftheConceptualFrameworkinEvaluatingExtantAccountingSしan-

dards",AccountingHorizons,Vol .4,No,1,March1990,PP.15-24;岡 部 孝 好 『会 計 梼 報 シ

ス テ ム選 択 論 』 中央 繧…済 社,1985年16-19ベ ー ジ;高 須,前 掲 論 文,65-70ベ ー ジ;佐 藤,前 掲

論 文,1991年7月.42-43ペ ー ジな ど を参 照 され た い。

14)概 念 フ レー ム ワー ク形 成 の 機運 は,そ の 後,カ ナ ダ 勅 許 会 計 士 協 会(CICA),オ ー ス トラ リア

会 計 基 準 審 議 会(AcSB&PSASB),国 際 会 計 基 準 委 員 会(IASC),国 連 な どに 波 及 し,FASB

の そ れ を 明 確 に 意 識 した 概 念 フ レ ー ム ワー ノ(な い し をれ に相 当 ず る ス テ ー トメ γ ト)が 当 該 各

機 関 に よ っ て 漸 次,公 表 され て き た。 こ う した 動 向 は,近 い 将 来,わ が 国 の 会 計 制 度 お よ び 会 計

実 務 に た い し て も,何 らか の か た ち で 影 響 をお よぼ す もの と予 想 さ れ る。 か か る 現 状 認 識 が ,本

稿 で の検 討 作 業 の 一 つ の 背 景 とな って い る。

な お,諸 外 国 お よび 国 際 機 関 に お げ る 概 念 フ レ ー ム ワ ー クの形 成 問 題 に つ い て は,高 須 教 夫,

木 本 圭 一 「会 計 情 報 の 質 的 特 性 に 関 す る 概 念7レ ー ム ワ ー クの 展 開 」 日本 会 計 研 究 学 会 ス タ デ

ィ'グ ル ー プ(主 査 ・興 津 裕 康)『 会 計 情 報 の 特 性 に 関 ず る研 究 』 第2年 度 最 終 報 告,1990年9

月11日,30-36ペ ー ジ;木 本 圭 一 「翻 訳=国 連 ・r財 務 諸 表 の 基 礎 と な る基 本 目的 お よ び 諸 概 念 』」

『近 畿 大 学 短 大 論 集 』 第24巻 第2号,1992年3月 ,17-42ペ ー ジ を参 照 さ れ た い 。

15)こ の 問 題 に つ い て は,さ し あた り,高 須,前 掲 論 文,1991年,65-70ペ ー ジi佐 藤 ,前 掲 論 文,

199⊥年7月,42-43ペ ー ジ;拙 稿 「FASB概 念 フ レ ー ム ワー クの 意 義 に 関 す る考 察 一 記 述 的 会 計

論 者 の批 判 に よ せ て一 」 『経 済 論 叢 』 第146巻 第2号,1990年B月,28-31ペ ー ジ な どを 参 照 され

た い 。
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FASBの 本 源 的会 計 観 を明 らか にす る こ とが,同 審 議 会 に よ る会計 基 準設 定 活

動 の方 向性 を見 とおす うえで,欠 く ことので ぎない課 題 と な るの で あ る。 か か

る検 討 作業 は,SFACを 順 次公 表 す る過 程 でFASBが 重 ねた 妥協 の軌跡 を照

射 す る こ とに もつ なが るで あ ろ う。

III2.つ の会計観 とその論理構成

1976年 討議 資 料 は10章 だて3部 構成 を とって い る16)。会 計観 の選 択 問題 が論

じ られ てい るのは,そ の実 質 的 な導 入部 と もい うべ き第1部 第2章 「財務 諸 表 要

素 を定 義 す るた め の基礎 」(BasesforDefiningElementsofFinancialState-

ments)に お いて で あ る。 な お,以 下 では,同 討 議資 料 の 用 語法(た と え ば

pars,11-14and26-27)に した が い,「 財 務 諸表 要 素」 を たん に 「要素 」 とい

う場 合 もあ る。

(1)1976年 討 議資 料 に お け る2つ の会 計 観 の提示

財 務 会計 上 の期 間利 益(以 下 た ん に 「利 益」 とい う)は,「 財 務 諸表 にお い

て伝達 され る情報 の 焦 点」(par.4)で あ るに もか か わ らず,r期 間利 益 の本 質,

な らび に当 該本 質 と経 済 的 資 源 ・義 務 の関 係」(par,28)に つ い て根 深 い 見解

の 対立 が 存在 す るた め に,利 益 測 定 の あ り方 を め ぐって これ ま で多 くの議 論 や

論 争 が な され て きた(pars.10)。1976年 討 議 資料 は,財 務諸表 要 素 の定 義 と測

定 に関 す る概 念 的検 討 をつ うじて,そ う した議 論や 論 争 にFASBと して の規

範 的方 向性 を与 え よ う と した もの で あ る17)。

ユ6)ユ976年 討 議資料 の構成 を要 約的 に紹 介 した邦語文 献 と して,高 須教夫,藤 井 秀樹,浦 崎直 浩,

原陽一 山地 範明,冨 増和 彦 「FASB概 念 フレーム ワー クにお ける基 本問題 一1976年 討議 資料 の

検討 を中心 に一」r企 業会 計』第43巻 第10号,1991年10月,128-134ペ ージが ある。

17)概 念 フ レー ム ワー ク ・プ ロジ ェ ク トにお ける1976年 討 議資料 の位 置づ けについ て,以 下 かんた

んに言 及 してお く。

概念 フ レー ム ワー ク ・プ ロジ ェ ク トは,「 い くつ かの ステ ップな い し段階 をつ うじて遂行 され

る壮大 かつ継 続的 な プ ロジ エ ク ト」(par.11)で あ り,「 財 務諸表 要素 の定義 と測定」 を論 じた

1976年 討 議資料 は その 「第二 段階」(par.11)に 位置 して いる。 とりわ け,「財務諸 表要 素 を定義

す る ことは,財 務 諸表 が何 を表示 するべ きか を決定 す る うえで きわめ て重 要 なス テ ップ」(par・ノ
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と こ.ろで,利 益 は,「 一 期 間(す なわ ち二 時点 間)に おけ る企 業 の 正 味資 産

ない し資 本 の増 減 額」(par.30),あ るい は 「当該 期 間 に お け る収 益 と費用 の

差 額」(par.30)の,い ず れ か と して 測定 され る。 「も し利 益 計 算書 と財政 状

態 表 が 『連 携』 して い るな らば,こ れ ら二 つ の利 益測 定 は向一 の測定 プ ・セ ス

に属 し,企 業 の収 益 ・費用 差額 は 同時 に,当 該企 業 の 正 味資 産 な い し資 本 の増

加 額 をなす」(par.31)で あ ろ う。

と こ ろが,「 長期 にわ た る強 調 点 の相違 が,2つ の利 益測 定観 〔の形成 〕 を

導 い て きた」(par.31)の で あ る。 一 つ は資 産 負債 ア プ ローチ と称 す る利 益 測

定 観 で あ り,も う一 つ は収 益 費用 ア ブ 目 一 チ と称す る利 益測 定 観 であ る18)。

「連 携 した財 務 諸表 にお け るそれ らの相 違 ぽ強 調 点 の相 違 で あ るこ とが多 い が,

利 益 の測定 お よ び財 政 状態 の報 告 にお い て重 要 な相違 を もた らす 場 合 もあ る。」

(par,31)そ して,そ の 「重 要 な相 違」 を明 らか にす る こ とは,「 資産 負債,

収 益,費 用,お よび その 他の 財務 諸表要 素 を定 義 す るた め の基 礎」(par.32)

を 明 らか にす る こ とにつ なが るで あ ろ う。

か か る状 況認 識 と問題 意 識 に もとづ き,1976年 討 議 資 料 は,既 述 の よ うな問

題 提 起,す なわ ち,「 概 念 フ レー ム ワ ー クの基 礎 と して,資 産 負 債 ア ブP一 チ,

収 益 費 用 ア プ ローチ 〔… …〕 の うち,い ず れ の ア プ ローチが選 択 さ れ る べ き

＼27)と な り,し か も,か か るス テ ップ をつ うじて定義 され る当該各 要素 の属 性 が,「 財務 諸表 に

おい て測定 され,報 告 され るべ き属性 」(par,27)と なる ので,同 討議 資料 第1部 の定義 問題 に

関す る議論 は,同 討議資 料第3部 の測 定問 題に関 す る議論 の 「基礎 を提 供す るもの」(par-27)

とな るの であ る。

ちなみ に,概 念 フ レー ム ワー ク ・プ ロジ ニク トの 「第一段 階」は 財務 諸表 の 目的 に関す る検討

その検 討成 果は前 掲のFASB,1976aと して公表 され てい る。そ して.FASB.にあて られて お り,

1976aで 提 示 され た 「営 利 企 業 の 財 務 諸 表 の 目的 」 に 関 す る主#る 論 点 は,さ らにSFAC,No.

1に 継 承 され て い る。

他 方,1976年 討 議 資 料 第2部 は,有 用 な 財 務 情 報 の 「質 的 特 性 」 に 関 す る 議 論 に あ て られ て お

り,そ の 主 た る 論 点 は,SFAC,No.2に 継 承 さ.れて い る。

18)1976年 討 議 資 料 は,さ らに,資 産 負 債 ア ブ ・ 一 チ を,「 貸 借 対 照 表 ア ブ ・一 チ 」(b・1・ncesheet

view),「 資 本 維 持 ア ブp一 チ 」(capitalmaintenanceview)と 呼 び,ま た,収 益 費 用 ア プ ロ ー

「対 応 ア プ ロー チ 」(皿atchingチ を,「 利 益 計 算 書 ア プ ロー チ 」(earningsstatementview),

view)と 呼 ん で い る(par.31)。 以 下 で の 検 討 をつ うじて 明 ら か に.され る よ うに,こ れ らの 別 称

は い ず れ も,各 会 計 観 の理 論 的 特 徴 点 を 象 徴 的 に 表 現 した もの とい え る で あ ろ う。
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か」(par.25)と い う問 題提 起 をお こな ってい るの で あ るm)。 「資 産 負債 ア プ

ローチ と収 益費 用 ア プ ローチ の いず れ を選択 す るか とい う概 念 問題 は,そ の 明

確 な定義 が他 の要素の定義 を規定す るよ うな最 も基本的な要素は何か とい う選

択 問題 とかか わ って い る」(p.35)の であ る。

以下 で は,資 産 負債 ア プ ロー チ と収 益 費 用 ア プ ロ ーチ の 「重要 な相 違」 を明

らかにす るべ く,各 会計観の論理構成 を,1976年 討議資料 の叙述 にそ くして追

跡 し て ゆ く こ と に し た い20)。

/

19)し か し,FASBは,別 の場所 におい て,こ れ ら2つ の会計観 が,「 討議 資料 への回答者 に二者

択 一 を迫 る ものでは な く,さ ま ざま な会計 観の スペ ク トラムの両 極 を示 す もので ある」(FASB,

19766,p.21)と 述 べてい る。 この指 摘 は,会 計観 の 「選択」 の意 味 を理 解す る うえで重 要 な指

摘 とい えよ う。す なわ ち,こ の指摘 か ら,1976年 討 議資 料が もとめてい る 「選 択」が,会 計観 の

「二 者択 一」的 な選択 では な く,「 スペ ク トラムの両極 」 を なす2っ の会計観 の相対的規 定性 の

選 択で あるこ とが理解 され るの であ る。

20)概 念 フレーム.ワー クの構成(と りわけSFAC,No.5)と の関連 で と くに注 目され るの は,19

76年 討議資料 におけ る認識 問題 の取 扱 いであ る。

同討議 資料 は,「 財務諸 表 に反映 され るべ き要素 の決定 は,当 該要素 の定義 のみ な らず,個 々

の 財務諸表 要素 を認識す るためのル ール な、・し慣行 に も依存 している」(par.13)と しなが らも,

認識 問題 に関す る検討 を将 来 の課題 として先送 りしてい る。 その理 由 は以下 の2点 に要約 され る

で あ ろ う。

第一 は,認 識規準 を含 まない 定義 の方が,認 識 規準 を含 む定義 よ りも 「機 能的」(par.15)で

あ り,し か も,概 念 フ レーム ワーク ・プ ロジ ェ ク トを 「制御 しやす い」(par.18)も のに してお

くのに好都合 である とい う理 由であ る。定 義 のみ に もとづい て,財 務諸表 に記載 され るべ き項 目

とそ うで ない項 目を区分す るた めには,す べ ての あ りうべ き認識規準 を含 んだ定 義 を用意 す る必

要 があ る。 ところが,現 実 には,「 さま ざまな種 類 の項 目お よび状態 について,き わ めて多様 な

認識 規準 が存在 す る」(par.14)の で ある。 「要素 の定 義 に 〔そ うした多様 なす べて の〕 認識規

準 を含 め るな らば,当 該定 義は,あ ま りに も複 雑で,冗 長 で,不 安 定 な もの となるで あ ろ う。」

(par,ユ4)o

第二 は,「 認 識規準,認 識 ルール,認 識 慣行 に関す る諸問 題の検討 は,財 務諸表要 素 の測定 に

つい て一 定の 暫定的結 論が えられ たの ちに,よ り効 果的 にな しうる」(par.19)と い う理 由で あ

る。 とい うの も,「 測 定に たいす る定義 と認識 の適合性 は,選 択 され る特定 の測定 スキ ー ムに大

き く依 存す る.」(par.ユ9)か らである。す なわ ち,現 行 実務 におい ては 「実 現」 と 「対応」 が収

益 ・費 用の基本 的認識 規準 として広 く活用 され てい るが,も しか りに,「 現在 払 出価 値,正 味実

現 可能 価値,現 在価 値 のい ずれ かに よ って,す べて の資 産 ・負債 を測 定す るな らば,『 実 現』項

目 と 『未 実現 』項 目の区別 は 〔測定 目的 に〕適合 せず,ま た,『 対応』 は不必要 〔な認識規準 〕

となる」(par.19)で あろ う。 いいか える と,測 定属性 の選 択問題 は認識 規準 の選択 問題 と密 接

に関連 してい るので あ り,上 掲 り測 定属性 のいず れかが 選択 された場 合,「 実 現」 と 「対応」 は

不 必要 な認識規準 とな るの であ る。

検討課 題 の制約上,こ こでは,以 上 を指 摘す るに とどめてお きたい。
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(2)資 産 負債 アプ ロー チ

利 益 を,「 一 期 間 に お け る営利 企 業 の正味 資 源 の増 分 の 測定 値」(par.34)

と定 義 す るの が,資 産負 債 ア プ ローチ であ る。 す な わ ち,当 該 ア プ ロ ーチ に お

い て は,「 企 業 の経済 的 資 源 の財 務 的表 現」(par.34)と して の資 産 と,「 将

来 他 の 実体(個 人 を含 む)に 資 源 を引渡 す企 業 の義 務 の財 務 的表 現 」(par.34)、

と して の 負債 が 「鍵 概 念」(keyconcept)と され21),「 資 産 ・負債 の 属性 お よ

び 当該 属性 の 変動 を測定 す る こ とが,財 務 会計 に お け る基本 的 な測定 プ ロセ

ス」(par.34)と み な され るの で あ る。

他 方,「 その他 の財 務 諸表 要 素一 す なわ ち,所 有 主 持 分 また は資 本,利 益,

収 益 費 用,利 得,損 失一 はす べ て,資 産 お よび負債 が有 す る属 性 め 測定 値 の

差 額 ま たは変 動 額 と して 測定 され る。」(par.34)と い うの も,利 益 の積極 要 素

として の収益(お よび利 得)は 「当該 期 間 にお け る資 産 の増 加 お よび負債 の減

少 に もとづ い て定 義 され 」(par.34),そ の消 極要 素 として の費 用(お よび損

失)は 「当該 期 間 にお け る資 産 の減 少 お よび負 債 の増 加 に も と づ い て定 義 さ

れ る」(par.34)か ら.であ る22)。

ただ し,正 味資 産(す なわ ち所 有 主持 分 ない し資本)の 増減 を もた らす す べ

て の項 目が,利 益 を構 成 す るわ けで は ない。 た とえぼ,資 本拠 出 資 本 引 出,

過 年 度 利 益修 正 は 正 味資 産 の増 減 要 素 では あるが,利 益 の構 成 要 素 で は な い

(par.36)。 資 産 負債 ア プ ロ ーチ の支 持者 た ちは,利 益 の測 定 プ ロセ ス を 「収

益 と費 用 の対 応 」 の.プロセス とみ る こ とを必ず しも否 定 しな いが,か れ らに と

21)資 産 負債 ア プ ローチ に もとつ く,よ り詳 細な資産 お よび 負債 の定義 が,1976年 討 議資料 の第1

部 第3章 お よび第4章 にお いて以下 の よ うに示 され てい る。

す なわ ち,資 産 とは 「経済的 資源 の財務 的表 現」 で あ り,「 現 金な らびに,特 定 の企業 に影 響

をお よぼす過去 の取引 また は事 象の 結果 として,特 定の 当該 企業 に直接的 または間接 的 に純キ ャ

ッシュoイ ンフ ローを もた らす と期 待 され る将来 の経済 的便 益」(par.91,A-1)で あ る。

また,負 債 とは,「 特定 の企 業 に影響 をお よぼす 過去 の取 引 または事 象 の結 果 として,将 来 他

の実体 に経済 的資 源 を引渡 す特 定 の 当該企 業 の義務 の財務 的表現 」(par.149,L-1)で あ る。

22)い い か える と,「 収 益,費 用,利 得,損 失 あ定義 は,利 益 がい かに して獲 得 され たか を示す 利

益 計算 書 の作 成 には役立 っ もの の,そ れ らは利 益を定義 す る うえで必要 とい うわ け で は な い 」

(FASB,1976b,p.14)の で ある。

奏
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って,「 収 益 と費 用 の適 切 な対 応 は,資 産 と負債 の適 切 な定 義 と測 定 の必 然 的

な結 果」(par.37)で しか ない。 つ ま り,「 〔財務 諸表 の〕 連携 を前提 とす れ

ば,利 益 の測定 と資 産 ・負債 の増減 の測定 は同 一 の測定 を なす が,資 産 負債 ア

プ ローチ にお い てぽ,利 益 は 〔資 産 ・負 債 の〕 従属 変 数 とな る」(par .37)の

で あ る。

す なわ ち,以 上 を要 す るに,資 産 負債 ア プ ローチ の もとでの利 益 は,一 義 的

には,

資産 一負債=正 味資 産

正 味資 産 の増 加(資 本拠 出等 をの ぞ く)=利 益

と して定 義 され,測 定 され るの で あ る(par,194,E-1)。

(3)収 益費 用 アプ ロー チ

利 益 を,「 ア ウ トプ ッ トの獲i得お よび販売 を 目的 と して イ ン プ ッ トを収 益 的

に活用 す る企 業 の活 動成 果 の測 定 値」(par.38)と 定義 す るの が,収 益 費用 ア

ブ 戸一チ であ る。 す なわ ち,当 該 ア プ ローチ に お い ては,「 企 業 の収 益稼 得活

動 か らの ア ウ トプ ッ ト 〔……〕 の財 務 的 表現 」(par,38)と して の 収 益 と,

「企 業 の 収益 稼 得 活動 〔・・… ・〕 へ の イ γ プ ッ トの財 務 的表 現」(par .38)と し

て の費 用 が 「鍵概 念 」 と され28),「 収 益 ・費 用 の測 定,な らびに一 期 間 に おけ

る努 力(費 用)之 成果(収 益)を 関連 づ け るた めの収 益 ・費 用認 識 の時点 調整

が,財 務 会 計 に お け る基 本 的 な測 定 プ ロセス」(par,39)と み な され るの で あ

る。
/

23)収 益費 用ア プ ローチ に もとつ く,よ り詳 細 な収益 およ び費 用の定義 が,1976年 討議 資料 の第1

部 第5章 におい て以下 のよ うに示 され てい る。

す なわ ち.「 収益 は財貨 の販売 お よび用役の提供 か ら生 じる」(par .194,R-5)が,利 得 を収

益 の内訳要 素 とみ る場 合,「 収益 には さ らに,棚 卸 資産 以外 の資産 の売却 または交換 に も とつ く

利 得,投 資 か ら得 られ る利 息お よび配 当金,資 本拠 出お よび資 本修 正 に よる もの をの ぞ く一期 間

中の所有 主持分 の その他 の増加 が含 まれ る,」(par .194,R-5)

また,「 費用 には,当 該 期間 の収益 か ら控 除 し うる(す なわ ち当該 期間 の収益 に適切 に対応す

る)す べ ての費 消原価(歴 史的 原価,現 在取替 原価 また は機 会原価 に よって測定 され た もの)が

含 まれ る 。」 〔par.194.X-5)
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しなが って,収 益 費 用 アブ ・一 チ の も とで の利 益 は,一 義 的 には,

収 益 一費 用=利 益

と して定義 され,測 定 され るので あ る(par.194,E-3)。 これ は,一 般 に,「 費
/

用 の収 益 へ の対応 」(par.40)と 称 され るプ ロセ ス で あ り,「 現行 会 計 実 務 の

基 礎」(par.40)を なす もの で あ る24)。 この プ ・セ スは,「 実 現」と 「対 応 」 と

い う2つ の段 階(step)か らな り,さ らに,「 対 応」は,(1)原 因 と結 果 の関 連 づ

け,② 組 織 的 かっ 合理 的 な配 分,③ 即 時 的認識 とい う,3つ の 認識 ル ール を含

ん でい る(par.40)。

「もし利益計算書 と貸借対照表(財 政状態表)が 連携 していれ騨,利 益測定

は,結 果 と し て,所 有 主 持 分 な い し 資 本 の 増 減 の 測 定 に 帰 着 す る 。 し か し,収

益 費 用 ア プ ロ ー チ の 主 た る 関 心 事 は 企 業 の 利 益 を 測 定 す る こ と で あ っ て,企 業

の 富 の 増 減 を 測 定 す る こ と で は な い 。」(par,41)換 言 す れ ば,資 産 ・負 債 の 定

義 お よ び 測 定 は 基 本 的 に は,利 益 測 定 の 必 要 性 に よ っ て 規 定 さ れ る の で あ る 。

し た が っ て,「 収 益 費 用 ア ブP一 チ に も と つ く貸 借 対 照 表 に は,企 業 の 経 済 的

資 源 を 表 わ さ な い 項 目 や,他 の 実 体 に 資 源 を 引 渡 す 義 務 を 表 わ さ な い 項 目 が,

資 産 ・負 債 ま た は そ の 他 の 要 素 と し て 収 容 さ れ る こ と が あ る 。」(par.42)か か

る 事 情 か ら,収 益 費 用 ア プ ロ ー チ の 支 持 者 た ち は,「 『財 政 状 態 表 』(statement

offinancialposition)と い う 用 語 よ り も 『貸 借 対 照 表 』(balancesheet)と

い う用 語 を 選 好 す る 」(par.41)の で あ る25,。

24)収 益費 用ア プ ローチに も とつ く利 益測定 プロセスについ ては,さ らに,拙 稿 「FASB1976年 討

議 資料 の収益 費用 アプ ローチ に関す る検討」r経 済 論叢』 第146巻 第5・6号,1990年11・12月,

ユペ ージ以下;拙 稿 「発 生主義会 計 とその基礎概 念 の再検討」『会 計』9139巻 第5号,1991年5

月,23-29ペ ー ジを参照 され たい。

25)こ れ までの引用 か ら も明 らか な よ うに,1976年 討議 資料 は.「損 益計 算書」(incomestaしement),

「貸借 対 照表 」(balancesheet)と い う用 語 よ りも,「 利益 計算書 」(statementofearnings),

「財 政状態表 」(statementoffinancialposition)と い う用語 を多 用 してい る。

「利 益計算 書」 とい う用語の含 意は不 明 であ るが,「 財 政状態表 」 とい う用語 の含意 は,本 文

で の引用箇所(par.41)に おいて示 唆 され てい る。 すなわ ち,「 財政状 態表 」 とい う用語 は,経

済的 資源'義 務 に基 礎 をお く 「財 政状態」 の報告 書 とい う意味 で用 い られ てい るので ある。 この

こ とか ら,当 該用語 が資産 負債 アプ ローチ に根 ざした用語 で ある こ とが 理解 され る の で あ る。

1976年 討 議資料 に おいて かかる用語 が多用 され ている とい う事 実 は,同 討議資 料 の本源的会 計 観

が資産 負賃 ア プローチで ある ことを物 語 る一つ の証左 とい え よ う。
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表1資 産負債 アプローチ と収益費用 アプ ローチの論理構成

資 産 負 債

ア7ロ ー チ

収 益 費 用

ア プ ロー チ

利益の定義 鍵 概 念

一期間における営利

企業 の正味資源の増.

分の測定値(par.34)

た だ し,資 本 拠 出,

資 本 引 出,過 年 度 利

益 修 正 を の ぞ く

(par.36)

アウ トプ ットの獲得

および販売を目的 と

して インプットを収

益的に活用す る企業

の活動成果の測定値

(par.38)

企業の経済的資源の

財務的表現 としての

資産 な らびに将来

他の実体 に資源を引

渡す企業の義務の財.

務的表現 としての負

債(par.34)

企業の収益稼得活動

か らのアウ トプッ ト

の財務的表現 として

の収益 な らびに企

業 の収益稼得活動へ
のインプッ トの財務

的表現 としての費用

(par.38)

基本的 な測定 プロセス

資産 ・負債の属性お よび当

該属性の変動 の測定

(par.34)

収益 ・費用の測定,な らびに
一期間におけ る努力(費 用)

と成果(収 益)を 関連づけ

るための収益 ・費用認識 の

時点調整(par.38)

費 用 の 収 益 へ の対 応(par.

40)

以上 にみて きた資産負債 アプローチ と収益費用ア プローチの論理構成 を要約

的 に整理すれば,表1の ようになるであろ う。

IV2つ の会計観の相違

さて,1976年 討 議 資料 に よれ ば,2つ の会 計 観 の間 に見 られ る 相 違 に は,

「実 質 的 な相 違」(substantivedifferences)と 「実 質的 で な い相違 」(nonsub一

stantivedifferences)が あ る と され る。 この うち,同 討 議 資料 での検 討 に と っ

て重要 な意 味 を もつ のは,い うまで もな く 「実 質 的 な相 違 」 で あ る(par,43)。

1そ こで,つ ぎに問 題 とな るの は,同 討 議 資料 が 「実質 的 な相 違」 と 「実質 的

で ない相 違」 を どの よ うに区別 して い るか とい うこ とであ る。 以下 で は,「 実

質 的 な相 違」 と 「実 質的 で な い相違 」 に関 す る1976年 討議 資 料 の叙 述 にそ くし

て,2つ の会 計 観 の論 理 構成 を,さ らにつ つ込 ん だ かた ちで比較 検 討 して ゆ く

、L「

こ とに したい 。
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(1)実 質 的 で ない 相違

1976年 討 議資 料 は,「 実質 的 で ない相違 」 と して,つ ぎの 二 つ をあげ て い る。

一 つ は ,特 定 の会 計観 と特定 の財 務諸 表 の結 びつ きに関 す る 「相 違 」 で あ り,

もう一つ は,特 定 の会 計 観 と特定 の測定 基 準 の結 びつ きに関 す る 「相違」 で あ

る。

特 定 の会 計観 と特 定 の 財務 諸表 の結 びつ き 資 産 負債 ア プ ロ ー チ が 財 政

状態 表 の有 用性 を強 調 す るの にた い して,収 益費 用 ア プ ローチ は 利 益 計 算 書

の有 用性 を強 調す る とい う解 釈 ま,「2つ の アプ ローチ に関 す る誤 った理 解」

(par.44)に も とつ くものて あ る。 なぜ な らば,「 財 政 状態 表 にお け る情報 よ

りも利 益計 算 書 にお け る情 報 の方 が,投 資者 お よび 債権 者 に とって よ り有 用 で

あ る とい う,収 益 費 用 ア プ ローチ の支 持者 た ちの主 張 に,資 産 負債 アプ ローチ

の支 持者 た ちの 多 く,お そ ら くそ のほ とん どは,同 意 してい る」(par.45)か

らで あ る。 つ ま り,「 利 益 測定 は 財務 会 計 お よび財 務 諸表 の 焦点 で あ る とい う

こと につ いて,2っ の グル ー プは 意見 が 一致 して い る」(par.45)の で あ る。

しか も,財 務 諸表 の連 携 を前 提 とす れ ば,利 益 の測定 と資 産 ・負債 の増 減 の

測 定 ぽ 「同 一 の測定 の 異 な る側 面」(par.45)で しか な い。す な わ ち,i一 一 つ

の利 益 が,企 業 業績 な い し企 業 成 果の 測定 値 であ ると同時 に,企 業 の 富 の増 加

の測定 値 で もあ りうる」(par.46)の であ る。

特 定 の会 計観 と特 定 の測 定基 準 の結 び つ き 「各 ア プ ローチ と特定 の測定

基 準(measurementbasis)と の必然 的 な結 びつ きは 存在 しない。」(par.47)

別言 す れ ぼ,「 それ ぞれ の ア プ ローチ は,財 務諸 表 要 素の い くつ か の 異 な っ た

属 性 の測 定 と両立 す る」(par.47)の で あ る。 したが って,「 現在 市場 価 格 で

の測定 を擁護 す る 代表 的論 者 の 何 人か は資 産 負債 ア プ ローチ の支 持 者 で あ り,

現行 の取 引基 準 会計 を擁護 す る代裏 的論 者 の何人 か は収 益費 用 ア ブ 巨一 チの支

持 者 で あ るが,そ うした組 合 せ は 不可 避 的 な もの では ない」(par.47)の で あ

る。

と りわ け,収 益費 用 ア プ ローチ の もとでの利 益 測定 は 「歴 史 的費 消 原 価 を収
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益 に対応 させ る こ と」(par.47)に 限定 され な いの で あ って,「 現在 取 替 原 価

を販 売収 益 に対 応 させ る こ と」(par.47)も 可 能 なの で あ る。

小 括 以 上 の こ とか ら,(1)利 益計 算 書 の有 用性 を一義 的 に重 視 す る とい

う点 では2っ の会 計観 の間 に見 解 の対 立 は存 在 せ ず,し たが って,特 定 の会 計

観 と特 定 の財 務 諸表 の結 びつ き(た と えば 資産 負債 ア プ ローチ と財 政 状態 表 の

結 び つ き)は 存在 しな い とい う こと,② それ ぞれ の ア プ ローチ は複 数 の測 定 基

準 と両 立 し うる ので あ って,特 定 の会 計観 と特定 の測 定基 準 の必 然 的 な結 びつ

き(た とえば 収益 費 用 ア ブ μ一チ と歴 史 的 原価 主 義 の 必然 的 な結 びつ き)は 存

在 しない とい うこ とが,理 解 され るので あ る。

1976年 討 議 資料 は,以 上 にみ るよ うな 「実質 的 で ない相 違」 に もとづ い た 議

論 は2っ の会 計観 の理論 的 諸 特徴 を過 度 に単純 化 した もので あ って,そ う した

議 論 は 「〔2っ の会 計 観 の間 の〕 実質 的 な相 違 を明 らか にす る どころか,む し

ろそれ を覆 い 隠す こ とに つ なが る」(par.44)と 警告 を発 してい る。

(2)実 質的 な相違

ユ976年 討 議 資料 が 「実 質 的 な相違」 と してあげ て い るの は,つ ぎの2っ で あ

る。 第一 は,貸 借 対 照表 項 目の範 囲 を経 済 的資 源 ない しそ の 引渡 し義 務 の 財務

的表 現 と して の資 産 ・負債 に限 定 す るか,あ るいは 当該範 囲 を計 算擬 制 的項 目

に まで拡 大 す るか で あ る。第 二 は,利 益 の本 質 を正 味資産 の増 分 とみ るか ,あ

るい は当該 本 質 を収 益 と費 用 の差額 とみ るかで あ る。

貸 借 対 照表項 目の 範囲 収 益費 用 ア プ ローチ の支 持者 た ちは,一 期 間 にお

/け る企 業 活動(す なわ ち収 益 稼 得活 動 とい う行為actions)の 成 果 を測 定 す る

こ とに最 も強 い関 心 を もって お り,ま た,一 義 的 には利 益 を当該 成果 あ測定 値

とみ な してい る(pars.48-49)。 そ して,か れ らに よれ ば,か か る意 味 で の利

益 は.「 一期 間 に お け る収 益 と費 用 の良 好 もし くは適 切 な対 応」(par ,50)に

も とつ く 「収 益 ・費 用 の差 額」(par,49)と して測 定 され るの で あ る26)。

26)利 得 ・損失が,収 益 ・費用と区別されるべき財務諸表要素として定義されるならば,収 益費/
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そ うで あれ ば こそ.「 収 益費 用 ア ブ 巨一チ の支持 者 た ちは,一 期 間 にお け る

収 益 と費 用 の 良好 も し くは適 切 な対 応 を得 る ため に,資 産 負債 アブ ・一チ の支

持者 た ちが否 認す るよ うなあ る種 の項 目 を,財 政 状態 表 な い し貸借 対 照 表 に積
〆

極 的 に記載 しよ うとす る」(par.51)の であ る。 こ こでい う 「あ る種 の項 目」

とは,具 体 的 には,計 算擬 制 的項 目と して の繰延 費 用お よび繰 延収 益 ・引 当金

を さす(par.51)。 「これ らの項 目は,企 業 の経 済 的資 源や 他 の実 体 に 資 源 を

引渡 す 企 業 の義 務 を表 わ さな いの で,資 産 で も負 債 で もない が,〔 ……〕 期 間

利 益 を適 正 に測定 す る ため に は必要 な もの」(par.51)と み な され るの で あ る。

1976年 討議 資料 は,か か る項 目の典型 事 例 と して 繰 延税 金(deferredtax)を

あげ て い る働 。

これ にた い し,資 産 負債 ア プ ローチ の 支持 者 た ちは,一 期 間 にお け る企 業 の

富(す なわ ち経 済 的資 源 とい う事物objects)の 変動 を測定 す るこ とに最 も強

い関 心 を も って お り,ま た,一 義 的 に は利 益 を当 該変 動 の測 定 値 とみ な して い

る(par.48)。 かれ ら に よれ ば,か か る意 味 での利 益 は,「 一 期 間 にお け る 当

該企 業 の資 産 ・負債 の変 動 の みか ら生 じ る」(par.54)の で あ り,ま た,当 該

利 益測 定 の前 提 とな る資 産 ・負債 は,当 該 企 業 の経 済 的資 源 ない しその 引渡 し

義 務 の財務 的 表 現 と しての資 産 ・負債 に限定 され るの で あ る(par.54)。

計 算 擬制 的 項 目の財 政状 態 表 へ の記載 は,「 経済 的資 源 ・義 務 を表 わ さ ない

資 産 ・負債 を生 み だす と同時 に,当 該 企 業 の 〔経済 的 〕 資 源 ・i義務 の変 動 か ら

＼用アプローチにおける利益測定VT,利 得・損失の定義と測定の影響もうけることになるであろう、
しかし,1976年 討議資料は,利 得 ・損失の定義に関する検討は第5章 でおこなうとし,そ れまで
は便宜的に.収 益費用アプローチを収益 ・費用の定義と測定のみに基礎をおく会計観として取り

扱うと述べている(par.48,footnote)。
27)1976年 討議資料は,繰 延費用および繰延収益 ・引当金のすべてが,こ こでいうような計算擬制

的項 目となるのではないと述べている。

たとえば,前 払保険料や前払賃借料は用役の受益権や資源の利用権の対価を意味し,し たがっ

て,そ れらは経済的資源を表わしている。また,前 受賃貸料や前受予約代金は,資 源の引渡し義

務や用役の提供義務を表わしている。つまり,こ れらの繰延項目は,資 産負債アプローチの支持

者がいう資産ないし負債に含まれるのである(par.52)。

他方 繰延税金以外の計算擬制的項目の事例として,同 討議資料は,繰 延外貨換算損失(de-
ferredforeignexchangelosses)お よび自家保険引当金(reservesforself-insurance)を あげ

ている(par,52)。
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では な く帳 簿 記 入 か ら生 じ る収 益 ・費 用 を認識 す るこ とにつ なが る」(par.54)

が ゆ えに,資 産 負債 ア プ ローチ の支 持者 た ちに と って は,と うて い容 認 しえ な

い会 計処 理 とな るので あ る。 したが って,た とえぼ,上 掲 の繰延 税 金 の会計 処

理 に つ い てい えば,「 負 債 法(liabilitymethod)お よび純 額 法(net-of-tax

method)が 資産 負債 ア プ ローチ に よ り適合 的」(par.54)な 会 計処 理 であ る と

され る。

利 益 の本 質 収 益費 用 ア ブ ・一チ の根底 に は,利 益 を,「 企 業 な い しそ の

経 営 者 の経 常 的,標 準 的,長 期 的 な業績 指 標 な い し成 果 指 標」(par.62)と み

る考 え方 が横 た わ って い る。 したが って,当 該 ア ブ 巨一チ の もとで は,「 経 常

的 業 績 の測定 に適 合 しない事象 の則.務的影 響 を排 除 し,企 業業 績 に た い して長

期 的 にの み 作用 す る事 象 の 財務 的影 響 を平 均 化 す る」(par.62)こ とが,利 益

測 定 の根 幹 にか か わ る重 要 な課 題 とな るの で あ る。 そ して,か か る課 題 を遂 行

す る ため に は,「 経 済 的資 源 ・義 務 の 当期 の変 動 に も とつ か ない収 益 ・費用 を

認 識.し,さ らにそ の派生 的 手続 と して 〔… …〕,経 済 的資 源 ・義 務 を表 わ さ な

い資 産 ・負 債 ない しその他 の貸 借 対 照 表項 目を記 録す る こ と が 必要 に な る」

(par.58)の であ る。

これ が,収 益 費用 ア プ ローチ の 「基 木 的 な測 定 プ ロセス」 とされ る 「収 益 と

費 用 の 良好 もし くは適切 な対応 」 の実 質 的 な含 意 で あ る。 かか る利 益 測定 観 か

らす れ ば,利 益測定 を経 済 的資 源 ・義 務 の変 動 にのみ 関連 づ け る こ とは,む し

ろ 「収 益 と費用 の不 適 切 な対応(mismatch)」(par,56)を 生 み だす 原 因 といわ

な くて は な らな い26)。 事 実,実 務 界 に おい ては,「 期 間純 利 益 の歪 み を最 小 に

/

28)1976年 討 議資 料 は,「 対応」 の理論的 含意 を,保 険対 象外の災 害損 失 の処理 問題 を例 に とりな

が ら,以 下 のよ うに敷 衍 してい る。

資 産 負債 アプ ローチの もとでは,経 済的資 源 ・義 務 の変動 に もとづ いて利益測 定 がお こなわれ

るので,保 険対 象外 の災害 損失は,そ の原 因 とな る災害 が実際 に発生 した期間 にお いて,は じめ

て損 失 として認 識 され る。 つま り,当 該 アプ ・一チの も とでは,災 害 の発 生 にいた るまでの期 間

におい ては利益 の過大 計上 がな され,逆 に,災 害 の発 生 した期間 にお いては利益 の過 小計上 がな

され る ので ある。

しか し,こ うした 「報告 利益 の不必要 かつ 不適切 な変動」(par.59)は,「 企業 業績 お よび経

営成 果 を曖 昧 にす る」(par.59)の で,収 益費 用 アプ ローチ の支持者 た ちに とっては,容 認 し/
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す る 〔会 計 処理 〕 方法 の選択 」(par,64)を 要 請 した 「非歪 曲性 の指 針」(non-

distortionguideline)カ ～,「 対応 の 良好 性 を律 す る主 た る基 準 」(par .65)と

して,広 く受 け入 れ られ てい るので あ る。

とは い え.,「 利 益,収 益 費用,適 切 な対 応,利 益 の歪 曲 とい った基 本的 諸 .

概 念 が 明確 に定 義 され ない か ぎ り,収 益 費用 ア プ ローチ の も とで の利 益 は ほ と

ん どま った く主 観 的 な もの に と どま る」(par,66)こ とを忘 れ ては な るま い。

実 際,そ れ らの諸概 念 を明確 に定 義 した文 献 は皆 無 であ って(par.6ユ),結 局

の ところ,当 該 ア プ ローチ の もとでの利 益測 定 は,「 適 切 な対 応 とは何 か,利

益 の非 歪 曲性 とぽ何 か とい う問題 に関す る個 人 的 判 断 ない し集団 的 見解」(par.

61)に 依 拠 した 「主観 的 な」 プ ロセ ス と して顕 現 せ ざる をえ ない の で あ る。 換

言 す れ ば,収 益 費 用 ア プ ローチは,し か るべ き客観 的 な基 準 を明示 しない ま ま,

「経済 的資 源 ・義 務 の変 動 を反 映 しな い利 益 」(par.67)と 「報 告 利 益 の人 為

的 な平 準 化」(par.67)を 実 務 に おい て再 生 産 し続 け て い る ので あ る。

こ う した弊 害 を克服 す るた めに は,「 会 計 測定 値 を,財 務会 計 上 の報 告 事 実

と して想定 され る経済 的 事物 お よび事 象 に しっか りと基 礎 づ け る」(par.67)

こ とが避 け て とお れ ない課 題 とな るで あ ろ う。 そ して,資 産負 債 ア ブ 目 一チの

支 持 者 た ちに よれ ば,そ れ は,「 企 業 の経済 的資 源 な らびに将 来 他 の実 体 に経

済 的 資 源 を引 渡 す企 業 の義 務 に も とづ いて 資産 お よび負 債 を定 義 づ け,ま た か

か る資 産お よび 負債 の変 動 に もとづ い て利 益 を定 義 づけ る こ とに よ って しか達

＼ えない もの となる。 す なわ ち,か れ らに とっては,「 利益 のか かる不適切 かっ 歪曲的 な変動 を回

避 す る こ とが何 よ りも必要 な ことであ って,繰 延費 用,繰 延 収益,引 当金が 〔… …〕,経 済 的資

源な い し経済 的資源 を将来 引渡す義 務 を表 わ して いるか どうか とい った問題 よ りも,そ れは,は

るか に重要 な問題」(par.59)と なるので ある。 したが って,こ の場 合,「 将来損 失 の按分 金額

が各期 間 の収 益 か ら 〔事前 に〕控 除 され るべ きで ある」(par,59)と,収 益費用 ア ブ 目一チ の支

持 者 たち は主 張す るので ある。

た だ し,1976年 討議 資料 は,当 該 パ ラグ ラフの脚注 にお いて,「FASB財 務会 計基準 書第5号

『偶発 事 象の会 計』(AccountingforContingencies)は,禾 発 生の損 失 にそな えた費用 の組織的

認識 を排 除 してい る」 と述べ てい る。 周知 の よ うに,FASB財 務 会計基 準籌 策.5号 が公表 ざれ

たのは1975年 である。 とい うこ とは,す なわ ち,上 掲 の事 例 で示 され た 「収 益費 用ア プ ロー チの

支持 者 た ちの主 張」は,1976年 討 議資 料 の公表 当時,す でにFASB財 務 会計基 準 書か ら離 反 し

な主 張 と なっていたわ けで ある。

1
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成 され え ない」(par,67)の で あ る。 こ うした利益 測 定 は利 益 水準 の非連 続 的

な変動 を もた らす か もしれ ない が,か か る変 動 を財務 諸 表 にお い て報 告す る こ

とこ・そが肝 要 なの で あ る(par.67)。 なぜ な らば,「 収 益,費 用,利 益 の定 義

に たい して,経 済 的資 源 ・義 務 の変 動 との関連 づ け とい う制約 を課 す る ことは,

利 益概 念 を明確 化 し,利 益測 定 値 の信 頼性 を高 め る」(par.60)こ とにつ なが

るか らで あ る29)。

小 括 以上 の ことか ら,(1)資 産 負債 ア ブ ・一チ の も とで は貸借 対 照表 項

目の範 囲 が経 済 的 資源 ない しそ の引渡 し義 務 の財務 的表 現 と して の資 産 ・負債

に限定 され るの にた い し,収 益費 用 ア プ ローチ の もとでは 当該 範 囲 が さ らに計

算 擬制 的 項 目に まで拡 大 され る とい う こ と,② 資 産負債 ア プ コーチ の もとでは

富 の増 加 の財務 的 表 現 と して の正 味 資産 の増 分 が利 益 とみ なされ るの にた い し,

収 益費 用 ア プ ロー チ の もとで は企 業 業績 の測 定 値 と しての収 益 ・費 用 差額 が利

益 とみ な され る とい うこ とが,理 解 され るの で あ る80)。

2つ の会 計観 の 「実質 的 な相 違」 に関 す る以 上 の議 論 を要 約 すれ ば,表2の

よ うに な るで あ ろ う。

1976年 討 議 資料 に よれ ば,か か る 「実 質 的 な相 違」 は,「 要 素 の定 義 と当該

要 素 の属 性 の 測定 に影 響 をお よぼ す 〔… …〕 実質 的 な相違 」(par.69)で あ り,

した が って,当 該 相 違 に関 す る以 上 の議 論 は,「 財務 諸 表要 素 を定 義 づ け るさ

い に生 じるで あろ う諸 問題 〔を検 討 す るた め〕 の基 礎」(par,69)と な るので

あ る。

/

29)こ う した批判 にたいす る収益 費用 ア ブ』ローチの支持者 たちの反論(な い し回答)と して,1976

年討 議資料 は以下 の二点 をあげ てい る。 す なわ ち,第 一 は,財 務諸 表要素 を企業 の経 済 的 資 源

(お よび その変動)に 関連 づけ て厳密 に定義 す る資産 負債 ア プ ローチは あま りに も硬 直的 なア プ

ローチで あ り,し たが って,当 該 ア プ ローチ に よっては現代 の複雑 な企 業活動 を適切 に処理 し え

な い とい う点 で ある(pars.58and68)。 第二 は,現 在 直面 して いる主 要 な問題 は収 益費 用 ア ブ

F一 チ を実務 に適 用す る過 程で 生 じてい る問題 で あ って,当 該 ア プローチ それ 自体 か ら生 じて い

る問題で はな い とい う点 で ある(per.68)。

30)こ の点 について は,FASB,1976b,PP.12一 ユ4を も参照 され たいD
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表2

第150巻 第L号

資 産 負 債 ア ブ 巨一 チ と収 益 費 用 ア プ ロ ーチ の 「実 質 的 な相 違 」

貸借対照表項 目の範囲 利 益 の 本 質

資産負債 アプローチ 1企業の経済的資源ないしそ:一 期間 におけ る企業の富の変 動

:の 引渡 し義務の財務的表現 の測定値(P…48)

岡 麓 鮮限定鱗 灘 妻蹉
隊 資産の増分(P…54)

一

収益費用 アカ ーチ
欝 欝器叢 嚇濠翻'曼覇畠灘 雛 管

し成 果 指 標(par.62)当 金 を 貸 借 対 照 表 項 目 と し…

て 容 認(pars.51and58).良 好 も し くは 適 切 な 対 応 に も と

つ く収 益 ・費 用 の 差 額(pars.1

149-50)

Vむ すび にか えて'

既 述 の よ うに,1976年 討 議資 料 は,「 概 念 フ レーム ワー クの 基礎 と して,資

産 負債 ア プ ローチ,収 益 費用 ア プ ローチ 〔……〕 の うち,い ず れ の ア プ ローチ

が 選択 され るべ きか」(par.25)と い う問題 提 起 をお こな い,形 式 的 には,会

計 観 の 選択 を読 者 の判 断 にゆ だ ね る立場 を とってい る。 しか し,同 討 議 資料 の

基 底 に ひ そむFASBの 本源 的会 計 観 が資 産 負 廣 ア プ ローチ で あ った こ とは,

ほ とん ど明 らか とい うべ きで あ ろ う。

なぜ な らば,当 の1976年 討 議 資料 が繰 り返 し示 唆 し,言 及 して い るよ っに,

収 益費 用 アブ 目一チ は伝統 的 会 計観 であ る損 益 計算 指 向的 会計 観 を プ 冒 トタイ

プ化 した もの で あ って,当 該会 計 観 との間 に 「実質 的 な相 違」 を有 す る資 産 負

俵 ア プ ロ ーチ な る新 たな会 計 観 を,選 択 され るべ き会 計 観 の一 つ としてFASB

が あ えて 真正 面 か ら提 示 した とい う こ とは、 それ 自体 と して,損 益計 算指 向的

会 計観(す な わ ち収 益費 用 アプ ローチ)に た いす るFASBの 批 判 的 評価 を含

意 して い る と解 さざ るを え ないか らで あ るau。 す なわ ち,や や 図式 化 して い え

31)。 の点について}・,さらに,久 県田,前 掲論文,13。ベージ・津守 前掲論文199猟26ペ
ージ;辻 山,前 掲書,126-127ペ ージなどを参照されたい。
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ば,収 益 費 用 ア プ ローチ はFASBが 捉 えた当 時 の 「す で にあ る会 計」 観 を,

資 産 負債 ア プ ローチ はFASBが 構 想 した 将来 の 「あ るべ き会 計」 観 を,そ れ

ぞれ示 した もの と解 釈す るこ とがで きるの であ る。

とす れ ば,1976年 討議 資料 の問題 提 起 に込 め られ たFASBの 意 図 は,収 益

費 用 ア プ ローチ か ら資産 負債 ア プ ローチ へ の会 計観 の 「転 換」 を図 る こ とに よ

って,計 算擬 制 的項 目の貸借 対 照表 計上 を規制 す る と同時 に,正 味 資 産 の増減

に基 礎 づ け られ た利 益測 定 を規 範化 す る こ とにあ った とい うこ とが で き るで あ

ろ う32)。1976年 討 議 資料 は,こ うした課 題 を遂行 す るべ く,会 計観 の選 択 問 題

を まず 財 務 諸表 要 素 の定 義 問題 として展 開 し,問 題 の よ り具体 的 な所 在 を読 者

に提 示 してい るので あ る。

と同時 に,FASBが 構 想 した 「あ るべ き会 計」 観 の全 体 像 を理 解 す る うえで

見落 とせ ない のは,1976年 討 議 資料 にお い ては,財 務 諸表 要 素 の定義 問題 が,

財 務 諸表 要 素 の認 識 問題 お よ び測 定 基準(測 定 属 性)の 選 択 問 題 と切 り離 され

たか た ちで提 起 され,論 じられ て い る とい うこ とで あ る。 しか し,課 題 の制 約

上,本 稿 では,こ の問題 につ い て立 ち入 った検 討 をお こな うこ とが で きな か っ

た88)。 この問題 に関 す る検 討 は 別稿 で の課題 と した い。

32)資 産 負債 ア プ ローチ にお ける資産 ・負債 の定 義は,資 産 ・負債 の縮小(す なわ ち計算擬 制的 資

産 ・負債 の排除)を 導 く一方 で,資 産 ・負債 の拡張 を もた らす可 能性 を も秘 めてい る。 とい うの

は,資 産 ・負債 に関す る上 掲の 定義 は,伝 統的 会計実 務 の もとで会計 的認識 の対 象外 にお かれ て

い る諸 項 目(い わ ゆ るオ フ ・バ ランス シー ト ・ファイナ ンシ ングにかかわ る資産 ・負債)の 貸 借

対 照表 計上 に道 を開 くもの とな って いるか らで ある。 しか し,1976年 討 議資 料 において は,資 産o

負債 の拡 張 問題へ の明示的 な言及 は 見あた らない。

資産 負債 ア プ ローチの もとで の資 産 ・負債の拡 張問題 につ いて ば,今 田,前 掲論 文,32ペ ー ジ;

久 保 田秀 樹 「利益計 算 の変 遷の経 緯 と資 産 ・負債 ア ブ 戸一チ」 日本会 計研究学 会 ス タデ ィ ・グル
ー プ,前 掲報 告書,1991年,8ペ ー ジ;拙 稿 「FASB1976年 討 議資料 に 関 す る研究 ノ ー ト」

『経 済論 叢』第148巻 第4・5・6号,1991年10・11・12月,187-188ペ ージ な どを参照 され たい。

33)定 義 問題 と認識 問題 の関係 に関す る1976年 討 議資料 の見解 の概要 は,本 稿の脚注20)に おい て

要 約 した とお りで ある。

そのほ か,1976年 討議 資料 に おけ る定義 ・認識 ・測 定問題 を,SFACに お け る当該各問 題 との

対 比にお いて概説 した邦語 文献 として,高 須教 夫,藤 井秀 樹,浦 崎直 浩,原 陽一,山 地憲 明,冨

増 和彦 「FASB概 念 フ レーム'ワー クにお}ナる基 本問 題一 定義 ・認 識 ・測定 をめ ぐっ,て一 」 『産

業経理 』第51巻 第3号,工99ユ 年,94ペ ー ジ以下 が あ る。


